


町会の「認可地縁団体制度」（１）

町内会・自治会は地域コミュニティーの重要な基盤ですが、

近年認可地縁団体制度活用（法人化）が注目を集めています

「町内会」（Wikipediaより）
町内会（ちょうないかい）とは、日本の集落又は都市の一
部分（町内）において、その区域についての親睦、共通の利
益の促進、地域自治などのために、住民等によって組織さ
れている地縁に基づく団体、およびその集会・会合のこと。

民間組織であり、中には法人化（法人格を取得）しているも
のもある。なお、住民らの利益集団としての性質もある。
自治会、町会など様々な名称で存在している



町会の「認可地縁団体制度」（２）

制度成立の経緯

・従来町会・自治会が所有する不動産（自治会館等）は代表者
の個人名義や役員の共有名義で登記が行われていた
⇒ 役員交代（特に代表者死亡時）に不都合があった

・1991年（平成3年）4月地方自治法改正
市町村長の認可を受けた地縁団体が不動産登記可能に

・2001年（平成13年）改正
認可地縁団体の「不動産保有要件」が廃止に。

・2022年（令和4年）改正
合併及び書面等（非対面）による決議可能に。





町会の「認可地縁団体制度」（３）

＜認可地縁団体の法人格取得と登記の特例＞
～認可地縁団体の法務局での「法人登記」を不要とする制度～

①市区町村⾧の認可と告示
②告示による法人登記の代替
（法務局への登記不要）

③市区町村⾧による証明書の発行
（不動産登記に使用）

④変更手続きの簡素化
（市区町村⾧への届け出のみ）



町会の「認可地縁団体制度」（４）

認可地縁団体制度活用（法人化）のメリット・デメリット

デメリットメリット

課税される場合がある
（営利事業を行う場合等）

町内会・自治会名義で
資産管理（不動産登記）可能

設立手続きや運営が煩雑
（総会議事録、事業報告・決算
書、名簿、市町村⾧届け出等）

社会的信用が高くなる

代表者の負担が軽減される



町会の「認可地縁団体制度」（５）



町会の「認可地縁団体制度」（６）

認可地縁団体制度活用（法人化）の手順

①法人化に関する話し合いを行う

②自治体に相談し規約等の要件充足を確認する

③総会を招集し、法人化について議決を行う

④認可申請に必要な書類を作成・提出する

⑤自治体で審査が行われ、認可が告示される



町会の「認可地縁団体制度」（７）

認可地縁団体制度活用（法人化）のスケジュール案

①法人化に関する話し合いを行う 現在～2026年5月

②自治体に相談し規約等の要件充足を確認する 同上

③総会を招集し、法人化について議決を行う 2026年5月

④認可申請に必要な書類を作成・提出する 2026年6月頃

⑤自治体で審査が行われ、認可が告示される2026年夏頃

松庵町会・松庵東町会、西松会館管理委員会

松庵町会・松庵東町会⇒杉並区生活安全部地域課

杉並区長（杉並区生活安全部地域課）

松庵町会・松庵東町会⇒杉並区生活安全部地域課

松庵町会・松庵東町会



町会の「認可地縁団体制度」（８）

地縁団体認可後の手続き

①印鑑登録・印鑑登録証明書の交付
②認可地縁団体証明書の交付
③不動産登記
④税関係手続き（固定資産税減免）
＊収益事業を行う場合は法人税・住民税
⑤財産目録・構成員名簿作成・更新
⑥団体の運営
（定期総会・議事録、事業報告書・収支決算書、
規約変更・代表者変更時の市区町村⾧へ届け出等）
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※井荻会館共同所有
1999年

1998年

2000年

2007年

高南自治会

共同所有 井草会館（井草自治会 60%、井荻三丁目会 40%）

1,600122.1㎡所有※232.33㎡
松庵１丁目９～16番、松庵2丁目16～23番、松庵3丁目全域松庵町会

松庵２丁目13番24号
出田 清

122.1㎡所有※232.33㎡
松庵１丁目1～8番、17～23番、松庵2丁目1～15番松庵東町会

松庵２丁目13番24号
青木 典子


